
住宅借入金等特別控除の額地震保険料の控除額生命保険料の控除額社会保険料等の金額
円千円千円千内 千 円

（摘要）

円 円 円 円 円生命保険料の 新生命保険料 旧生命保険料 介護医療保 新個人年金 旧個人年金
金額の内訳 の金額 の金額 険料の金額 保険料の金額 保険料の金額

月年 日 円住宅借入金等 居住開始年月日 住宅借入金等住宅借入金等特別
分 分住宅借入金等
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２月２日までにご提出ください。

※下記の宛名は「給与支払報告書」の提出時等にご利用ください。

【給与支払報告書を提出した後に異動（退職・転勤等）があったとき】

〒３２４－０６９２

　給与支払報告書は、ｅＬＴＡＸでの提出も可能です。

那珂川町　税務課　行
栃木県那須郡那珂川町馬頭５５５番地

〒３２４－０６９２

那珂川町　税務課　行
栃木県那須郡那珂川町馬頭５５５番地

＜給与支払報告書個人別明細書　抜粋＞＜提出時の綴り方＞

総　括　表

個人別明細書

（特別徴収分）

切替理由書（本書）

個人別明細書

（切替理由書記載分）

令和８年度（令和７年）分給与支払報告書は

　令和８年度の給与支払報告書を特別徴収の区分で提出された方のうち、

「給与支払報告に関する給与所得者異動届出書」を提出してください。

　ただし、令和７年度と令和８年度ともに那珂川町で特別徴収されてい

る方で令和８年１月から５月末までに異動があった場合には、令和７年

度分の異動届を提出していただければ令和８年度分の異動処理も行いま

す。

＜留意点＞
① この切替理由書に、普通徴収に切替える者（特別徴収できない者）の個人別明細書を添付し、提出して
ください。（提出時の綴り方は、下図をご参照ください。）

②　総括表の報告人員の欄のうち普通徴収の人数と切替理由書の合計人数が一致すること及び個人別明細書

④　切替理由が確認できるものであれば、任意様式による提出でも差し支えありません。

令和８年３月３１日退職予定

人　　数

給与支払者の
氏名又は名称

人

普Ｅ

普Ｄ

普Ｃ

普Ａ

普Ｂ

符　号

退職者又は退職予定者（５月末日まで）

事業専従者（個人事業主のみ対象）

給与の支払が不定期（給与の支払が毎月でない）

他の事業所で特別徴収（乙欄該当者など）

普 通 徴 収 切 替 理 由

人

人

人

人

人

人

普Ｆ

合　　　　　計

（下記「普Ｂ」～「普Ｆ」に該当する全ての（他市区町村分を含む）従業員数を差し引いた人数）
総従業員数が２人以下

右側「人数」欄に、人数を記入し、給与支払報告書と併せて提出してください。

　　明細書の上に挿入し総括表や他の個人別明細書と合冊して提出してください。

○ eLTAX等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェッ
○　普Ｂは、主たる給与から合算されて特別徴収となる乙欄該当者などが対象となります。

○　特別徴収に該当する方と普通徴収に該当する方がある場合は、仕切書として普通徴収の方の個人別

○　当面、普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する方がいる場合は、該当する理由の
○ この普通徴収切替理由書は、当面、普通徴収を認める基準（普Ａ～普Ｆ）を示すものです。

クを入力してください。また、摘要欄に該当する普通徴収切替理由の符号（普Ｂ、普Ｃなど）を記入
願います。（※普通徴収切替理由書の添付は不要です。）

給与が少なく税額が引けない（年間の給与支給額が９３万円以下）

栃木県那須郡那珂川町長　宛

退職予定者は、退職予定日を摘要欄に記入してください。

③　普Ａ～普Ｆの６項目以外の切替理由は認められません。

普Ｆ

　　の摘要欄に符号の記入があることを必ずご確認ください。

乙欄適用又は退職年月日の記入があれば、符号の記入は不要です。

提出後に異動（退職・転勤等）があった方については、令和８年度分の

Ｋ

指 定 番 号

令和８年度普通徴収切替理由書  兼  仕切書
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栃木県那珂川町　特徴しおり（JK9002）　F00023(WH00600)　自治体　北條　2024/12/04　渡邉
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※税務課窓口平日（８：３０～１７：１５）開庁


